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おもちゃの検査の取扱いについて

本年３月３１日付けで、食品衛生法施行規則（昭和２３年厚生省令第２３号）のうち乳

幼児が接触することによりその健康を損なうおそれがあるものとして厚生労働大臣の指定

（ 「 」 。） 、するおもちゃ 以下 指定おもちゃ という の範囲に係る部分が改正されるとともに

食品、添加物等の規格基準（昭和３４年厚生省告示第３７０号）のうち指定おもちゃの規

格基準に係る部分が改正されたところです。

今般、社団法人日本玩具協会から、玩具安全基準（以下「ＳＴ基準」という ）に基づ。

く従前の検査結果について自主検査結果としての受入の要望がありました。

つきましては、本改正はＳＴ基準との整合性を考慮した規格基準の改正であること、こ

れまでもＳＴ基準は食品衛生法上のおもちゃの規格基準と同等以上であること、ＳＴ基準

による検査は食品衛生法上の登録検査機関で実施されてきたこと等を勘案し、平成２０年

９月３０日までに下記の登録検査機関が発行したＳＴ基準による試験成績書が、輸入届出

書に添付された場合は、平成２１年１２月３１日まで自主検査結果として受け入れること

としますので、対応方よろしくお願いします。

なお、下記の検査機関については、地方厚生局が立入調査を行った際に、不適切な検査

結果は確認されなかったことを、念のため申し添えます。

記

(財)日本文化用品安全試験所 東京事業所

(財)日本文化用品安全試験所 大阪事業所

(財)化学技術戦略推進機構 高分子試験・評価センター東京事業所

(財)化学技術戦略推進機構 高分子試験・評価センター大阪事業所

(財)化学物質評価研究機構 東京事業所


